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第１ 美瑛町障がい福祉計画の策定概要 

 

１ 計画策定の背景 

  我が国における障がいのある人を取り巻く環境は、今日にいたるまでめまぐるしく変化して

きました。 

  国においては、平成１８年４月に障害者自立支援法が施行され、これまで身体・知的・精神

などの障がい種別ごとに対応してきた障がい福祉サービスを「市町村を中心に、年齢・障がい

種別を超えた一元的な体制を整備し、地域における障がい者福祉を実現する」という方向が示

され、計画的なサービス提供基盤の整備のため、市町村に「障がい福祉計画」の策定が義務付

けられました。 

  平成２３年８月には、障害者基本法が改正され、障がい者の定義が見直されました。新たな

定義は「障害及び社会的障壁（障がいがある者にとって障壁となるような事物・制度・慣行・

観念その他一切のもの）により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にある

もの。」とされ、社会的障壁でとらえることが規定されています。 

  平成２５年からは、障害者自立支援法が改正され「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）」として施行されました。 

  この障害者総合支援法においては、障がい福祉サービスの対象となる障がい者の範囲の見直

しや障がい者等に対する支援の拡充を行い、障がい福祉計画については、定期的に調査・分析

及び評価を行い、必要があると認めるときは、障がい福祉計画を変更すること、その他の必要

な措置を講じることを法律上明記し、サービス提供体制の更なる計画的な整備を図ることとし

ました。 

  また、平成２８年６月に「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」が施行

され、同法に基づく児童福祉法において「障がい児福祉計画」の策定が市町村に義務付けられ

ました。 

  平成３０年４月には、障がいのある方が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「生活」

と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用を

促進するための見直し等を図るため、障害者総合支援法等が改正されました。さらに、令和４

年１２月には、更なる地域生活の支援体制の充実や障がいのある方の多様な就労ニーズに対す

る支援等の推進等を図るため、同法が改正されました。 

  本町では、地域の特性にあったサービス提供を計画的に一層推進していくために、平成１８

年度の第１期障がい福祉計画の策定以来、通算６期にわたって障がい福祉計画を策定してきま

した。この計画の実績や障がいのある人等の意向を踏まえたうえで、令和６年度から令和８年

度末に向けて、障がい者及び障がい児施策の成果目標や活動指標、各福祉サービス等の見込量

及びその確保策を定めた「第７期美瑛町障がい福祉計画」及び「第３期障がい児福祉計画」を

策定するものです。 

 

２ 計画の位置付け 

  本計画は、障害者総合支援法第８８条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉

法第３３条の２０に基づく「市町村障害児福祉計画」として、本町における障がい福祉サービ

ス、相談支援体制及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関して定める計画です。 

また、障害者基本法第１１条第３項に基づき、障がい者施策の基本方向を総合的、体系的に
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定めた「市町村障害者計画」の生活支援分野や就労分野などの施策の一部を構成します。さら

に、国の「障害者基本計画」、北海道の「北海道障がい福祉計画」等を踏まえるとともに、「美

瑛町まちづくり総合計画」、「美瑛町地域福祉計画」等の各計画との連携・調整を図っていきま

す。 

 

 

第５次美瑛町まちづくり総合計画 

（Ｈ２８～Ｒ４） 

第６次美瑛町まちづくり総合計画 

（Ｒ５～Ｒ１４） 

 

第１次美瑛町地域福祉計画 

（Ｈ２９～Ｒ３） 

第２次美瑛町地域福祉計画 

（Ｒ４～Ｒ８） 

第３次美瑛町地域福祉計画 

（Ｒ９～Ｒ１３） 

 

第２次美瑛町障がい者福祉計画 

（Ｈ２７～Ｒ６） 

第３次美瑛町障がい者福祉計画 

（Ｒ７～Ｒ１６） 

 

第５期美瑛町 

障がい福祉計画 

第 1期美瑛町 

障がい児福祉計画 

（Ｈ３０～Ｒ２） 

第６期美瑛町 

障がい福祉計画 

第２期美瑛町 

障がい児福祉計画 

（Ｒ３～Ｒ５） 

第７期美瑛町 

障がい福祉計画 

第３期美瑛町 

障がい児福祉計画 

（Ｒ６～Ｒ８） 

第８期美瑛町 

障がい福祉計画 

第４期美瑛町 

障がい児福祉計画 

（Ｒ９～Ｒ１１） 

 

３ 計画の期間 

  市町村障がい福祉計画及び市町村障がい児福祉計画は、３年を１期として策定することが定

められています。そのため第７期障がい者福祉計画及び第３期障がい児福祉計画は、令和６年

度から令和８年度までの３年間を計画期間として策定します。 

 

４ 計画の点検、達成状況の評価 

  本町では、町民だれもが健康で、住みなれた地域において安心して暮らせるまちづくりの推

進を図るために設置している「健康と福祉のまちづくり会議」や、相談支援事業などで把握さ

れたニーズに基づいて対応すべきサービス資源やシステムのあり方を協議し開発することを

目的に設置している「美瑛町地域自立支援協議会」において意見などを求めながら所要の対策

を講じていきます。 

 

５ 「障がい」の表記について 

  本計画では、「障害者」等の「害」の字の表記について、字のマイナスの印象に配慮すると

ともに、障がいのある人の人権を尊重する観点から、可能な限り平仮名で標記しています。た

だし、国の法令や地方公共団体などの条例・規則等に基づく法律用語や施設名等の固有名詞、

医学・学術用語等については、これまで通り「害」の字を使用します。

年度 

３０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 
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第２ 障がい福祉計画 

 

１ 障がい福祉サービス等の提供体制に係る目標 

 （１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

   ①施設入所者の地域生活への移行 

国の基本方針 

 令和８年度末までに、令和４年度末時点の施設入所者の６％以上が地域生活へ移行す

ることを基本として目標値を設定する。 

 

目標設定の考え方 

 国の基本方針に基づいて、６％以上を地域生活に移行とすべき本計画では、地域生活

移行人数を２人と推計します。 

 

 人数 考え方 

施設入所者数 ３１人 令和４年度末時点の入所者数 

目標年度の地域移行者数 ２人 
施設入所からグループホーム等への移行見

込み 

 

   ②施設入所者の削減 

国の基本方針 

 令和８年度末の施設入所者数を、令和４年度末時点の施設入所者数から５％以上削減

することを基本として、目標値を設定する。 

 

目標設定の考え方 

 国の基本方針に基づいて、５％以上を削減すべき本計画では、削減数を２人と推計し

ます。 

 

 人数 考え方 

施設入所者数 ３１人 令和４年度末時点の入所者数 

目標年度の施設入所者数 ２９人 令和８年度末の入所者数 

削減見込み ２人 削減見込み 

 

 施設入所については、北海道内の事業所に３１人が入所していますが、地域移行や地域定

着またはグループホームへ移行し、令和８年度末までに２人を移行するよう努めます。また、

施設入所者を２人削減するよう努めます。 

 そのために、地域における居住の場としてのグループホームの拡大や地域移行等の充実を

図ります。町内において、障がい者グループホームがないことから、他の事業所での整備等、

町内・町外の事業所と連携し検討・協議しながら拡充に努めます。 
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 （２）入院中の精神障がいのある人の地域への移行 

国の基本方針 

 令和８年度末における入院後３か月時点の退院率を６８．９％以上、入院後６か月時

点の退院率を８４．５％以上、入院後１年時点の退院率を９１％以上とする。 

 

目標設定の考え方 

 国の基本方針に基づいて、地域移行を進める事を基本としますが、本町においては、

道が定める計画目標数値を参考にしながら地域移行を推進するものとし、地域の実情及

びグループホーム等の居住の場の確保並びに支援体制の連携強化を図りながら進めま

す。 

 

 本町には精神障がいのある人の入院施設はなく、近隣では旭川市にある状況です。 

 入院施設には、旭川地域支援センターをはじめ地域移行、地域定着事業を実施している事

業所が入院患者の方と相談しながら退院・退院後について支援しています。 

 令和６年度以降も入院施設と連携し、さらに相談事業所等と連携しながら地域への移行を

促進します。 

 また、退院後においては、グループホーム、ハローワークや就労継続支援Ａ型・Ｂ型の拡

充を図ることにより、環境整備に努めます。 

 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

国の基本方針 

 各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置

などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進めることを基本とする。

また、強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、

支援体制の整備を進めることを基本とする。 

 

目標設定の考え方 

 国の基本方針に基づいて、地域生活支援拠点の整備を進めるとともに、コーディネー

ターの配置等により効果的な支援体制や緊急時の連絡体制の構築を図ります。 

また、強度行動障害を有する者に関し、支援ニーズを把握するとともに、支援体制の

整備に努めます。 

 

 地域生活支援拠点とは、障がいのある人の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、障が

いのある子どもや障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、様々な

支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築することを目的としています。 

 地域生活支援拠点の機能として、居住の場や緊急時に短期入所が可能な居室の確保等が必

要とされていることから、障がい福祉サービス事業所と連携し、障がい者グループホームの

整備を進めます。 

また、コーディネーター等の配置や強度行動障害を有する者の支援について、関係機関と

情報共有や協議をするとともに、支援体制の構築に努めます。 
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 （４）福祉施設から一般就労への移行等の推進 

国の基本方針 

 一般就労への移行者数を令和３年度実績の１．２８倍以上にするとともに、就労移行

支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の就労移行支援事

業所を５割以上とすることを基本として、目標値を設定する。 

 

目標設定の考え方 

 国の基本方針に基づいて、一般就労への移行者数を令和３年度実績の１．２８倍以上

の１人とする。就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５

割以上の就労移行支援事業所を５割以上とする。 

 

 人数 考え方 

一般就労移行者数 ２人 令和３年度実績 

目標年度の一般就労移行者数 ３人 令和８年度一般就労移行者数 

就労移行支援事業の利用者数 ３人 令和３年度実績 

目標年度の就労移行支援事業の

利用者数 
３人 令和８年度の利用者数 

 

 町内の就労移行支援事業所はありませんが、令和３年度の就労移行支援事業のサービス利

用者は３人となりました。また、一般就労の移行者は２人となりました。 

 一般就労の受入企業が非常に少ない状況であることから、町内と近隣市町村の企業に対し

障がいのある人の理解を深めていくことが重要であり、ハローワークや就労支援事業所と連

携及び推進することにより、一般就労後も「就労定着支援」を利用する等、安定した生活を

続けていくための支援を検討していきます。 

また、障がい者が農業分野で活躍することを通じ、社会参画を実現し、担い手不足や高齢

化が進む農業分野において、新たな働き手となる美瑛町独自の取組として令和３年度から実

施している「農福連携事業」について、障がい者の自信や生きがいの創出に寄与しているこ

とから、今後においても継続した事業実施に努めます。 
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２ 障がい福祉サービス等の量の見込み 

 令和６年度から令和８年度までの障がい福祉サービス等の必要量の見込み及び提供体制

整備についての基本的な考え方は以下の通りです。 

  

（１）訪問系サービス 

 障がいのある人が地域で生活していくために必要な訪問系サービス（居宅介護、重度訪問

介護、同行援護、行動援護及び重度障がい者等包括支援の各サービス）を充実させます。ま

た、今後想定されるニーズの増加に応えられるサービス提供体制の充実とサービスの質の向

上を図ります。 

 

【サービスの対象者と内容】 

 

サービス名 主な対象者 サービス内容 

居宅介護 
（ホームヘルプ） 

障がい者 
（障がい支援区分１以上） 

自宅で、入浴・排せつ・食事等の身体
介護、洗濯・掃除等の家事援助を行い
ます 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的
障がい若しくは精神障がいにより行
動上著しい困難を有するため、常に
介護を必要とする障がい者 
（障がい支援区分４以上） 

自宅で、入浴・排せつ・食事等の介護、
外出時における移動介護などを総合的
に行います 

同行援護 
重度の視覚障がいにより移動に著し
い困難を有する障がい者 

移動時や外出先で視覚的情報の支援
（代筆・代読含）や移動の援護、排せ
つ・食事等の介護等を行います 

行動援護 

知的障がいや精神障がいにより行動
上著しい困難がある人で、常に介護
を必要とする方 
（障がい支援区分３以上） 

障がい者が行動をする際に生じる可能
性のある危険を回避するために、必要
な援護や外出時の移動介護等を行いま
す 

重度障がい者等
包括支援 

常に介護を必要とし、介護の必要度
が著しく高い人（障がい支援区分６） 
①四肢のすべてに麻痺等があり寝た

きり状態にある障がい者で、ＡＬ
Ｓ患者など、呼吸管理が必要な身
体障がい者や最重度の知的障がい
者 

②強度行動障がいのある重度・最重
度の知的障がい者 

対象者の心身の状態や介護者の状況、
居住の状況等を踏まえて作成された個
別支援計画に基づき、必要な障がい福
祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、
行動援護、短期入所、生活介護、共同
生活援助等）を包括的に提供します 
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【第６期計画と実績】 

 

 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障がい者等包括支援 

人/月 １０ １３ １１ １３ １２ １３ 

時間/月 １００ １０３ １１０ １２２ １２０ １０８ 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 
人/月 １１  １２  １２  

時間/月 １１０  １２０  １２０  

重度訪問介護 
人/月 ０  ０  ０  

時間/月 ０  ０  ０  

同行援護 
人/月 １  １  １  

時間/月 １０  １０  １０  

行動援護 
人/月 １  １  １  

時間/月 １０  １０  １０  

重度障がい者等包括支援 
人/月 ０  ０  ０  

時間/月 ０  ０  ０  

 
 訪問系サービスでは、令和５年度の見込みで、居宅介護、同行援護及び行動援護の利用

となっています。 

また、同行援護、行動援護、重度障がい者等包括支援は提供できる事業所が町内にありま

せんが、居宅介護については町内に１事業所があり、事業所と連携しながらサービスの提供

に努めます。 

 第６期については、計画値と同程度の実績で推移しています。第７期計画においては、第

６期の利用者数や平均的な利用量及び国の基本方針、アンケート調査の結果等を勘案して計

画値を設定しています。 
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（２）日中活動系サービス 

 地域生活を送る上で希望に応じたサービス利用を保障するため、日中活動系サービス（生

活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、療養介護）及び短期入所

事業について、充実させます。 

 また、就労移行支援事業等の推進により、今後さらに障がいのある人の福祉施設から一般

就労への移行を進めます。 

 

【サービスの対象者と内容】 

 

サービス名 主な対象者 サービス内容 

生活介護 

常に介護を必要とする人で、 
① ４９歳以下の場合は、障がい支援

区分３以上（施設入所は区分４以
上） 

② ５０歳以上の場合は、障がい支援
区分２以上（施設入所は区分３以
上） 

地域や入所施設で安定した生活を営む
ことができるよう、福祉施設で食事や
入浴、排せつ等の介護や日常生活上の
支援、創作活動又は生産活動の機会を
提供します 

自立訓練 
（機能訓練） 

① 入所施設や医療機関を退所・退院
した方で、地域生活への移行を図
るうえで、身体的リハビリテーシ
ョンの継続や身体機能の維持・回
復などの支援が必要な方 

② 支援学校を卒業し、地域生活を営
むうえで、身体機能の維持・回復
などの支援が必要な方 

地域生活を営むうえで必要となる身体
機能や生活能力の維持・向上を図るた
め、理学療法や作業療法等の身体的リ
ハビリテーションや日常生活上の相談
支援等を行います（利用者ごとに１８
か月以内の利用期間が設定されます） 

自立訓練 
（生活訓練） 

① 入所施設や医療機関を退所・退院
した方で、地域生活への移行を図
るうえで、生活能力の維持・向上
などの支援が必要な方 

② 支援学校を卒業した人や継続し
た通院により症状が安定してい
る方などで、地域生活を営むうえ
で、生活能力の維持・向上などの
支援が必要な方 

地域生活を営むうえで必要となる生活
能力の維持・向上を図るため、食事や
家事等の日常生活能力を向上するため
の支援や、日常生活上の相談支援等を
行います（利用者ごとに２４か月以内、
長期入所者の場合は３６か月以内の利
用期間が設定されます） 

自立訓練 
（宿泊型） 

知的障がい者及び精神障がい者の方 

日中、一般就労や外部の障害福祉サー
ビスを利用している障がい者に対し、
一定の期間、夜間の居住の場を提供し
て生活能力の向上のために必要な訓練
などの支援を行います 
（標準利用期間を原則１年間とし、利
用開始から３か月ごとに利用継続の必
要性について確認し、支給決定の更新
を行います） 

就労選択支援 

新たに就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
を利用する意向の方、標準利用期間
を超えて就労移行の利用を更新する
方 

就労計福祉サービスの利用の前に、就
労能力や適性を客観的に評価するとと
もに、本人の強みや課題を明らかにし、
就労に当たって必要な支援や配慮を整
理することにより、適切なサービスに
繋げられるよう支援を行います 
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サービス名 主な対象者 サービス内容 

就労移行支援 

一般就労等（企業等への就労、在宅
での就労・起業）を希望し、知識・
能力の向上、実習、職場探し等を通
じ、適性にあった職場への就労等が
見込まれる６５歳未満の方 

一般企業等への移行に向けて、事業所
内や企業における作業や実習、適性に
あった職場探し、就労後の職場定着の
ための支援等を行います（利用者ごと
に２４か月以内の利用期間が設定され
ます） 

就労継続支援 
（Ａ型） 

就労機会の提供を通じて、生産活動
に関する知識・能力の向上を図る事
により、雇用契約に基づく就労が可
能な方で（利用開始時に６５歳未満） 
① 就労移行支援を利用したが、企業

等の雇用に結びつかなかった方 
② 支援学校を卒業して就職活動を

行ったが、雇用に結びつかなかっ
た方 

③ 就労経験のある方で、現在雇用関
係がない方 

通所により、雇用契約に基づく就労機
会を提供するとともに、一般就労に必
要な知識・能力が高まった場合は、一
般就労への移行に向けた必要な支援・
指導等を行います 

就労継続支援 
（Ｂ型） 

就労移行支援等を利用したが、一般
企業等の雇用に結びつかない方など
で、就労機会通じて生産活動に関す
る知識・能力の向上や維持が期待さ
れる方で 
① 企業等や就労継続支援（Ａ型）で

の就労経験があるが、年齢・体力
面で雇用されることが困難とな
った方 

② 就労移行支援を利用したが、企業
等や就労継続支援（Ａ型）の雇用
に結びつかなかった方 

③ ５０歳に達している方 
④ 試行の結果、企業等の雇用、就労

移行支援や就労継続支援（Ａ型）
の利用が困難と判断された方 

通所により、就労や生産活動の機会を
提供（雇用契約は結ばない）するとと
もに、一般企業等での就労に必要な知
識・能力が高まった場合は、一般就労
への移行に向けた必要な支援・指導等
を行います 

就労定着支援 
 

就労移行支援、就労継続支援、生活
介護、自立訓練の利用を経て一般就
労へ移行した障がい者で、就労に伴
う環境変化により生活面の課題が生
じている者 

利用者との相談を通じて生活面の課題
を把握するとともに、企業や関係機関
等との連絡調整やそれに伴う課題解決
に向けて必要となる支援を行います。 
（利用者ごとに３年の利用期間が設定
され、経過後は障害者就業・生活支援
センター等へ引き継ぎます。） 

療養介護 

医療機関への長期入院による医療に
加え、常に介護を必要とする方で、 
① ＡＬＳ患者など、呼吸管理を行っ

ており、障がい支援区分６の方 
② 筋ジストロフィー患者や重症心

身障がい者で、障がい支援区分５
以上の方 

医療機関への長期入院による医学的管
理のもとに、食事や入浴、排せつ等の
介護や日常生活上の相談支援等を行い
ます 

短期入所 
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

介護者の病気などにより一時的に居
宅で介護が受けられなくなり、短期
間施設への入所を必要とする障がい
者 

障がい者支援施設やその他の施設で、
短期間、入浴、排せつ、食事等の介護
や日常生活上の支援を行います 
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【第６期計画と実績】 

 

 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

生活介護 
人/月 ６１ ６２ ６１ ６０ ６１ ６２ 

人日/月 １，２２０ １，２９３ １，２２０ １，２６５ １，２２０ １，２６１ 

自立訓練（機能訓練） 
人/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

人日/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

自立訓練（生活訓練） 
人/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

人日/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

自立訓練（宿泊型） 
人/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

人日/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

就労移行支援 
人/月 １ １ １ ０ ２ ０ 

人日/月 １９ ２１ １９ ０ ３８ ０ 

就労継続支援Ａ型 
人/月 ６ １３ ７ １３ ８ １３ 

人日/月 １２０ ２０４ １４０ ２３５ １６０ ２３７ 

就労継続支援Ｂ型 
人/月 ４３ ４３ ４４ ４８ ４５ ４７ 

人日/月 ８６０ ７５６ ８８０ ８５３ ９００ ８０７ 

就労定着支援 人/月 １ ０ １ ０ １ ０ 

療養介護 
人/月 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

人日/月 ９３ ９３ ９３ ９３ ９３ ９０ 

短期入所 
人/月 ３ １ ３ ２ ３ ２ 

人日/月 １２ ３０ １２ １７ １２ ９ 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 
人/月 ６２  ６２  ６２  

人日/月 １，２４０  １，２４０  １，２４０  

自立訓練（機能訓練） 
人/月 ０  ０  ０  

人日/月 ０  ０  ０  

自立訓練（生活訓練） 
人/月 ０  ０  ０  

人日/月 ０  ０  ０  
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 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立訓練（宿泊型） 
人/月 ０  ０  ０  

人日/月 ０  ０  ０  

就労選択支援 
人/月 ０  １  １  

人日/月 ０  １０  １０  

就労移行支援 
人/月 １  １  ２  

人日/月 １９  １９  ３８  

就労継続支援Ａ型 
人/月 １３  １５  １６  

人日/月 ２３４  ２７０  ２８８  

就労継続支援Ｂ型 
人/月 ４６  ４８  ４９  

人日/月 ８２８  ８６４  ８８２  

就労定着支援 人/月 １  １  １  

療養介護 
人/月 ３  ３  ３  

人日/月 ９３  ９３  ９３  

短期入所 
人/月 ３  ３  ３  

人日/月 １２  １２  １２  

 

【生活介護】 

 生活介護については町内の在宅者及び町外施設入所者がほぼ一定数で推移をしているこ

とから、第７期計画においても同程度の水準で推移すると考え、平均的な日数を割り出し、

数値を見込みました。 

  

【自立訓練】 

 自立訓練については、町内に事業所がありません。利用者は北海道内の事業所を利用して

います。現在、利用者は０人で、第７期計画では見込んでいません。 

 

【就労選択支援】 

    就労選択支援については、令和４年１２月の障害者総合支援法等の改正により、新たに

追加されるサービスとなります。就労移行支援等のサービス利用量から利用者数及び日数

を見込んでいます。 

 

【就労移行支援】 

 就労移行支援については、町内に事業所がありません。国の指針では就労移行支援利用者

数及び一般就労者への移行率を増やす目標を掲げていますが、サービス利用期間の制限があ

り、大幅な利用者の増加は見込まれないことから、第６期の実績を基に利用者数を見込んで

います。 
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【就労継続支援Ａ型】 

 就労継続支援Ａ型については、町内に事業所がありません。第６期については、計画の数

値を上回る実績となっています。 

 第７期計画については、実績を基に推移することを考え見込んでいます。 

 

【就労継続支援Ｂ型】 

 町内では、３事業所がサービスを提供しており、利用者にとっては生活の拠点となってい

ます。利用者数は増加傾向にあり、第６期計画を上回る実績となっています。第７期計画で

は、第６期の実績やアンケート調査の結果等を考慮し、微増を見込んでいます。 

 

【就労定着支援】 

 第６期の実績はありませんが、一般就労に伴う環境や生活の変化により、安定した生活を

続けられなくなる方が見受けられることから、サービスの利用を推進していきます。 

 

【療養介護】 

 町内に事業所が無いため、道内の事業所を利用しています。該当者が限られることから第

７期計画では、第６期実績と同数を見込んでいます。 

 

【短期入所】 

 町内に事業所が無いため、道内の事業所で利用しています。第６期の実績では、計画の数

値を下回っています。第７期計画では、第６期の実績やアンケート調査の結果から利用者を

見込んでいます。 

 

 

（３）居宅系サービス 

 施設入所や精神科病院入院から地域生活への移行を希望する障がいのある人に対し、地域

移行に必要なサービスを提供するとともに、地域における居住の場としてのグループホーム

の充実を図り、地域生活への移行を推進します。 

 

【サービスの対象者と内容】 

 

サービス名 主な対象者 サービス内容 

共同生活援助 
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

就労、または就労継続支援等の日中
活動の場を利用している方で、地域
で自立した日常生活を営むうえで、
相談等の援助が必要な方 

家事等の日常生活上の支援や日常生活
における相談支援、日中活動で利用する
事業所等の関係機関との連絡・調整など
を行います 

施設入所支援 

① 生活介護利用者のうち、障がい
支援区分４以上の人（５０歳以
上の場合は区分３以上） 

② 自立訓練、就労移行支援の利用
者のうち、地域の社会資源の状
況等により通所することが困
難な方 

夜間に介護が必要な人、通所が困難な自
立訓練、就労移行支援の利用者に対し、
夜間における入浴、排せつ等の介護や日
常生活上の相談支援等を行います 
（自立訓練、就労移行支援の利用者は利
用期間が設定されます） 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム、
精神科病院等から地域での一人暮
らしに移行した障がい者等で、理解
力や生活力等に不安がある者 

定期的に（月２回以上）利用者宅を訪問
し、日常生活の課題、公共料金の納付、
利用者の体調や通院状況、地域住民との
関係等を確認し、必要な助言や医療機関
等との連絡調整を行います 
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【第６期計画と実績】 

 

 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

共同生活援助 人/月 ２６ ２３ ２８ ２７ ３０ ２９ 

施設入所支援 人/月 ３１ ３２ ３１ ２９ ３０ ３０ 

自立生活援助 人/月 １ ０ １ ０ １ ０ 

 

 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

共同生活援助 人/月 ２９  ３１  ３３  

 うち重度障がい者 人/月 ０  ０  ０  

施設入所支援 人/月 ３０  ３０  ２９  

自立生活援助 人/月 １  １  １  

 

 

【共同生活援助】 

 町内に事業所が無いため、道内の事業所を利用しています。 

 本町でのニーズや国の指針で示されている施設入所者からの地域生活の移行、地域生活支

援拠点整備を勘案し、精神障がい者や知的障がい者等のグループホーム施設整備を進めます。 

  

【施設入所支援】 

 町内に事業所が無いため、道内の事業所で利用しています。 

国では、施設入所者を減らすことにより、グループホームや在宅での生活を推進していると

ころですが、施設入所の支援を受けなければ生活できない利用者もいることから、実情にあ

ったサービスを提供していくとともに、新たな入所希望があった場合は、施設のニーズや環

境の確認に努めます。 

 

【自立生活援助】 

施設やグループホーム、精神科病院などから、一人暮らしに移行する方に、生活に必要な

援助を行います。 

地域移行が可能な対象者が少ないことから、第７期計画では毎年１人を見込んでいます。 
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（４）相談支援 

 障がい者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むための障がい福祉サー

ビス等の適切な利用を支える相談支援体制を構築します。 

 

【サービスの対象者と内容】 

 

サービス名 主な対象者 サービス内容 

計画相談支援 

① 障がい福祉サービスまた
は地域相談支援（地域移行
支援、地域定着支援）を利
用するすべての障がい者 

② 障がい福祉サービスを利
用する１８歳未満の障が
い児 

サービス利用支援は障がい者の心身の状況、
その置かれている環境等を勘案し、利用する
サービスの内容等を定めたサービス等利用
計画案を作成し、支給決定等が行われた後
に、支給決定の内容を反映したサービス等利
用計画の作成等を行います 
継続サービス利用支援はサービス等利用計
画が適切であるかどうかを一定期間ごとに
検証し、その結果等を勘案してサービス等利
用計画の見直しを行い、サービス等利用計画
の変更等を行います 

地域移行支援 

① 障がい者支援施設または
児童福祉施設に入所して
いる障がい者 

② 精神科病院（精神科病院以
外で精神病室が設けられ
ている病院を含む）に入所
している精神障がい者 

住居の確保をはじめ、対象者が地域における
生活に移行するための活動に関する相談、そ
の他の便宜の供与を行います 

地域定着支援 

居宅において単身または家庭
の状況等により同居している
家族による支援を受けられな
い障がい者 

対象となる障がい者と常時の連絡体制を確
保し、障がい特性に起因して生じた緊急事態
等の際の相談、その他の便宜の供与を行いま
す 

 

【第６期計画と実績】 

 

 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

計画相談支援 
人/年 １４０ １４２ １４５ １４４ １５０ １４４ 

人/月 ４０ ３６ ４２ ４９ ４４ ４４ 

地域移行支援 人/月 １ ０ １ ０ １ ０ 

地域定着支援 人/月 １ ０ １ ０ １ ０ 
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【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 
人/年 １４５  １４５  １５０  

人/月 ４４  ４４  ４５  

地域移行支援 人/月 １  １  １  

地域定着支援 人/月 １  １  １  

 

 

【計画相談支援】 

 町内では１事業所が、計画相談支援を行っています。町外施設入所者については、近郊の

相談支援事業所が相談支援を実施している状況です。 

 第７期計画では、他の市町村計画に合わせ、各年度の３月の計画作成及びモニタリングの

件数を併記しています。 

 この計画相談支援は、平成２７年４月からサービスを利用する方全員に計画が義務付けら

れたことから、サービス利用者の増とともに増加しています。 

 第７期計画においても、これまでの推移を考慮して増加を見込んでいます。 

 

【地域移行支援・地域定着支援】 

 町内に事業所が無く、第６期計画においても実績がない状況ですが、第７期計画では、当

該サービスと関連のあるグループホームの整備や一般就労、就労継続支援Ａ・Ｂなどの支援

も強化し、障がい者が地域で生活を送れるように努めます。 
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（５）障がい児通所支援・障がい児相談支援 

 障がいのある子どもとその保護者に対しては、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的

な支援を身近な場所で提供する体制を確保することが重要です。「美瑛町子ども子育て支援

事業計画」と調和を保ち、障がいのある子どもに対する居宅介護や短期入所等の障がい福祉

サービス、児童福祉法に基づく障がい児通所支援等の専門的な支援を確保します。 

 

【サービスの対象者と内容】 

 

サービス名 主な対象者 サービス内容 

児童発達支援 就学前の障がい児 

児童発達支援センター等の施設において、日常生活
における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集
団生活への適応訓練その他の便宜の供与を行いま
す 

放課後等 
デイサービス 

就学している障がい児 

授業の終了後または休業日に児童発達支援センタ
ー等の施設において、生活能力の向上のために必要
な訓練、社会との交流の促進その他の便宜の供与を
行います 

保育所等訪問支
援 

保育所等の児童が集団
生活を営む施設等に通
う障がい児 

保育所等の児童が集団生活を営む施設を訪問し、そ
の施設における障がい児以外の児童との集団生活
への適応のための専門的な支援その他の便宜の供
与を行います 

医療型児童発達
支援 

上肢、下肢または体幹
の機能の障がい児 

医療型児童発達支援センター等において、児童発達
支援及び治療を行います 

居宅訪問型児童
発達支援 

重度心身障害児などの
重度の障害児等であっ
て、児童発達支援等の
障害児通所支援を受け
るために外出すること
が著しく困難な障害児 

障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な
動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います 

障がい児入所支
援 

障がい児 

障がい児入所施設に入所、または指定医療機関に入
院する障がい児に対して保護、日常生活の指導及び
知識技能の付与を行います。障がい児入所施設に入
所し、または指定医療機関に入院している障がい児
のうち知的障がい児、肢体不自由のある児童または
重症心身障がい児に対し治療を行います 

障がい児相談支
援 

障がい児通所支援（児
童発達支援、医療型児
童発達支援、放課後等
デイサービス及び保育
所等訪問支援）を利用
するすべての障がい児 

障がい児支援利用援助は障がい児通所給付費の申
請に係る障がい児の心身の状況、その他の置かれて
いる環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を
定めた障害児支援利用計画案を作成し、給付決定等
が行われた後に、その給付決定等の内容を反映した
サービス等利用計画の作成等を行います 
継続障がい児支援利用援助は障害児支援利用計画
が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、そ
の結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直し
を行い、障害児支援利用計画の変更等を行います 

 

 



 

17 

 

【第６期計画と実績】 

 

 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

児童発達支援 
人/年 ５１ ２９ ５２ ２９ ５３ ３２ 

日/月 ２２９ １３１ ２３４ １３１ ２３８ １３９ 

医療型児童発達支援 
人/年 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

日/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

居宅訪問型 

児童発達支援 

人/年 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

日/月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

放課後等 

デイサービス 

人/年 ６０ ７１ ６２ ７８ ６４ ７２ 

日/月 ６００ ７１０ ６２０ ７８０ ６４０ ７２０ 

保育所等訪問支援 
人/年 １ ０ ２ ０ ３ ０ 

日/月 ２ ０ ４ ０ ６ ０ 

障がい児相談支援 
人/年 １０５ １０８ １１０ １０７ １１５ １０８ 

人/月 ５０ ４９ ５２ ６１ ５４ ６１ 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 
人/月 ３２  ３２ ３２  

人日/月 １４０  １４０  １４０  

医療型児童発達支援 
人/月 ０  ０  ０  

人日/月 ０   ０  ０  

居宅訪問型 

児童発達支援 

人/年 ０  ０  ０  

日/月 ０   ０  ０  

放課後等 

デイサービス 

人/月 ７２  ７４  ７５  

人日/月 ７２０  ７４０  ７５０  

保育所等訪問支援 
人/月 １  １  １  

人日/月 ２  ２  ２  

障がい児相談支援 
人/年  １０８  １１０  １１２  

人/月  ６１  ６２  ６３  

 

 放課後等デイサービスについては、町内で３事業所がサービスを提供しており、各通所サ

ービスの利用者と利用量ともに、第６期計画を上回る実績となっています。未就学児が対象

となる児童発達支援の実績については、第６期計画を下回っており、実績に基づき今後の利

用量を見込み第７期の計画値としています。 
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３ 地域生活支援事業の推進 

 地域生活支援事業は、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特

性や利用者に応じ、柔軟な形態により事業を効果的かつ効率的に実施するものです。 

 本町では、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度

利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付事業、

手話奉仕員養成研修事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業に

ついて、要綱を整備していますが、実績の無い事業もあり、実施に向けた取り組みを進めま

す。 

 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

 障がいのある人が日常生活及び社会生活をするうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、

地域の住民に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、

啓発活動などを行います。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓発事業 有・無 有  有  有  

 

 町内で行われるイベント等を活用し、障がい者に対する理解の促進や制度の啓発活動を行

います。 

 

 

 

（２）自発的活動支援事業 

 障がいのある人、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動（ピアサポー

ト、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など）を支援します。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自発的活動支援事業 有・無 有  有  有  

 

 障がいのある方の自動車改造助成を行っています。引き続き事業の周知や支援方法の検討

を進めます。 
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（３）相談支援事業 

 ① 障がい者相談支援事業 

 障がい者やその介護者、障がい児やその保護者等の相談に応じ、必要な情報の提供や助言、

障がい福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行います。また、虐待の防止及びその早期

発見のための関係機関との連絡調整、障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行います。 

 

② 基幹相談支援センター等機能強化事業 

 相談支援事業が適切かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要

と認められる能力を有する専門的職員を配置することにより、相談支援機能の強化を図り、

困難な事例等に対応します。 

 

③ 住宅入居等支援事業 

 賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居

が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相

談・助言を通じて障がい者の地域生活を支援します。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障がい者相談支援事業 箇所 １  １  １  

基幹相談支援センター等

機能強化事業 
有・無 無  無  無  

住宅入居等支援事業 有・無 無  無  無  

 

 本町では、役場窓口の担当として、社会福祉士等の専門職を配置し対応しています。 

 また、美瑛町地域自立支援協議会を年３回程度開催し、地域課題の把握等に取り組んでい

ます。 

 基幹相談支援センターは設置していませんが、本町の直営で「美瑛町障害相談支援センタ

ー」を設置しており、社会福祉士、精神保健福祉士等による専門的な相談や困難事例への対

応を行っています。 

 住宅入居等支援事業は実施していませんが、障がい者相談支援事業の中で、家主等への相

談や助言・調整等を関係機関と連携しながら対応しています。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

 成年後見制度の利用が必要である一方、身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合に市

町村が申立てを行い、本人等の財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担することが困難

な場合にこれらの費用を支給することで、成年後見制度の利用促進を図ります。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

成年後見制度 

利用支援事業 
有・無 有  有  有  

 

 本町では、高齢者等と併せて事業を実施していますが、実績はまだありません。今後さら

に成年後見制度の必要性が高まることが予想されるため、地域で暮らす障がいのある人の権

利擁護が図れるよう対応していきます。 

 

 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

 成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な

実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

成年後見制度 

法人後見支援事業 
有・無 無  無  無  

 

 現在は、法人後見を行う実施団体等がないため、事業の実施予定はありませんが、今後、

法人後見の実施を予定する団体からの要望や、市民後見人の養成等の動向をみながら事業実

施の検討を行う予定です。 
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（６）意思疎通支援事業 

 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障があ

る方とその他の方の意思疎通を仲介するために、必要に応じて手話通訳者、要約筆記者の派

遣等を行います。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

手話通訳者・要約筆記者 

派遣事業 
人/年 １  １  １  

手話通訳者設置事業 人/年 ０  ０  ０  

 

 本町では、「北海道ろうあ連盟」に派遣を委託し事業を実施しています。 

 今後も手話を一つの「言語」ととらえ、日常生活を送るうえで意思疎通の円滑化が図れる

よう実施していきます。 

 要約筆記者については、旭川市にある団体に要約筆記者を委託し事業を実施しています。

今後もニーズの把握を行うとともに、要望に対応できる体制を整備できるよう努めていきま

す。 

 

（７）日常生活用具給付等事業 

 重度の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者や障がい児を対象に、当該用具を必要

とする方に対し、日常生活上の便宜を図るための用具を給付または貸与します。 

 ○ 介護・訓練支援用具  ○ 自立生活支援用具 

 ○ 在宅療養等支援用具  ○ 情報・意思疎通支援用具 

 ○ 排泄管理支援用具   ○ 居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護・訓練支援用具 件/年 １  １  １  

自立生活支援用具 件/年 ３  ３  ３  

在宅療養等支援用具 件/年 １  １  １  

情報・意思疎通支援用具 件/年 １  １  １  

排泄管理支援用具 件/年 ４４５  ４５０  ４５５  

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
件/年 １  １  １  

 

 排泄管理支援用具の利用が大半を占め、排泄管理支援用具は蓄便袋や蓄尿袋、おむつ購入

の利用となっております。 

 今後も利用者が見込まれ、第７期計画においても継続してサービスの提供を行います。 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

 聴覚障がい等のある方との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される

手話奉仕員（日常の会話程度の手話表現技術を取得した者）の養成研修を行います。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

手話奉仕員養成研修事業 人/年 ２  ２  ２  

 

 令和２年度から、１市８町による定住自立圏の形成に関する協定書に基づき、旭川市で行

われる手話奉仕員の養成講座に申し込んで参加できる体制が整備されました。引き続き研修

事業の推進に努めます。 

 

（９）移動支援事業 

 外出時に支援が必要と認めた身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児を対

象に、円滑に外出することができるよう移動支援を実施し、地域における自立した生活や余

暇活動などへの社会参加を促進します。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

移動支援事業 
人/年 １７  １７  １８  

延時間/年 ４９３  ５１０  ５４０  

 

 本町は面積が広く、日常生活を送るために自動車での移動が必要不可欠です。特に障がい

のある方は、自動車や運転免許がない方や、公共交通機関の利用にも支障がある方等が多い

ため、社会参加するための重要なサービスの１つとなっています。 

 

（１０）地域活動支援センター事業 

 障がいのある方に対し、創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を

行います。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域活動支援 

センター事業 

箇所 １  １  １  

人/年 １  １  １  

 

 障がいによって閉じこもりがちになっている方や、日中の居場所がない方等に気軽に通っ

てもらうことで、外出や他者とのコミュニケーションをとる機会となり、社会参加や地域交

流の促進につながる重要な事業となっています。 

 現在、町内に事業所はなく、全て町外の利用となります。 
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（１１）日中一時支援事業 

 障がい者の日中活動の場の確保をするとともに、その家族の就労支援及び日常的に介護し

ている家族の一時的な休息を提供する事業を実施します。 

 

【第７期計画の見込】 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

日中一時支援事業 

箇所 ７  ７  ７  

人/年 １０  １１  １２  

 

 町内は３事業所、町外は９事業所と委託契約を行い、日中一時支援事業を実施しています。

今後も利用者が見込まれ、第７期計画においても継続してサービスの提供を行います。 
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第３ 美瑛町の障がい者の現況 

 

◆ 身 体 障 が い 者 （令和５年４月１日現在） 

○手帳交付者の年齢・等級別の状況                単位：人（構成比を除く） 

       級

区分 

年齢区分 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 
構成比 

（％） 

重度障がい者

構 成 比 

（1・2級） 

０～  ９歳 １ １ ０ ０ ０ １ ３ 0.5% 66.7% 

１０～１７歳 ０ １ １ ０ ０ ０ ２ 0.4% 50.0% 

１８～２９歳 ６ ２ １ ２ ０ ０ １１ 2.0% 72.7% 

３０～３９歳 ６ ２ １ ３ ０ ０ １２ 2.1% 66.7% 

４０～４９歳 １３ ６ ３ １ １ １ ２５ 4.4% 76.0% 

５０～５９歳 ７ ９ ５ ７ １２ ２ ４２ 7.5% 38.1% 

６０～６９歳 １９ ９ １２ ３１ ９ ９ ８９ 15.9% 31.5% 

７０～７９歳 ３１ １０ １８ ５７ １６ ９ １４１ 25.1% 29.1% 

８０～８９歳 ４２ １２ ２６ ５７ ７ １３ １５７ 28.0% 34.4% 

９０歳以上 １４ １０ １９ ２１ ５ １０ ７９ 14.1% 30.4% 

合  計 １３９ ６２ ８６ １７９ ５０ ４５ ５６１ 100.0% 35.8% 

 

○身体障害者手帳機能別交付状況                 単位：人（構成比を除く） 

        

級区分 

 機能別 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 
構成比 

（％） 

肢体不自由 ４７ ４９ ７０ １１９ ４６ １６ ３４７ 61.9% 

視覚障がい ９ ５ １ ６ ３ ２ ２６ 4.6% 

聴覚・平衡障がい ０ ８ ５ １６ １ ２７ ５７ 10.2% 

音声・言語障がい １ ０ １ １ ０ ０ ３ 0.5% 

内部障がい ８２ ０ ９ ３７ ０ ０ １２８ 22.8% 

合  計 １３９ ６２ ８６ １７９ ５０ ４５ ５６１ 100.0% 

構成比（％） 24.8% 11.1% 15.3% 31.9% 8.9% 8.0% 100.0% － 
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◆ 知 的 障 が い 者 （令和５年４月１日現在） 

○療育手帳交付者年齢別・判定別の状況             単位：人（構成比を除く） 

        

区分 

 年齢区分 

Ａ判定 Ｂ判定 計 構成比 

重度障がい者 

構 成 比 

（Ａ判定） 

０～９歳 ２  ４  ６  3.1%  33.3%  

１０～１７歳 １  ２８  ２９  15.1%  3.4%  

１８～２９歳 ８  ３５  ４３  22.4%  18.6%  

３０～３９歳 ９  １２  ２１  11.0%  42.9%  

４０～４９歳 ６  １８  ２４  12.5%  25.0%  

５０～５９歳 ８  １７  ２５  13.0%  32.0%  

６０～６９歳 １０  １５  ２５  13.0%  40.0%  

７０～７９歳 ６  ８  １４  7.3%  42.9%  

８０～８９歳 ３  ２  ５  2.6%  60.0%  

９０歳以上 ０  ０  ０  0.0%  0.0%  

合  計 ５３  １３９  １９２  100.0%  27.6%  

◆ 精 神 障 が い 者 （令和５年４月１日現在） 

○精神障がい者保健福祉手帳交付者年齢別・判定別の状況     単位：人（構成比を除く） 

        

区分 

 年齢区分 

１級 ２級 ３級 計 構成比 

重度障がい者 

構 成 比 

（１級） 

０～９歳 ０  ０  ０  ０  0.0%  0.0%  

１０～１７歳 ０  ０  ２  ２  2.9%  0.0%  

１８～２９歳 ０  ２  ５  ７  10.1%  0.0%  

３０～３９歳 ０  ３  ４   ７  10.1%  0.0%  

４０～４９歳 ０  １０  ９  １９  27.6%  0.0%  

５０～５９歳 ２  １２  ８  ２２  31.9%  9.1%  

６０～６９歳 ０  ６  １  ７  10.1%  0.0%  

７０～７９歳 ２  ３  ０  ５  7.3%  40.0%  

８０～８９歳 ０  ０  ０  ０  0.0%  0.0%  

９０歳以上 ０  ０  ０  ０  0.0%  0.0%  

合  計 ４  ３６  ２９  ６９  100.0%  5.8%  
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第４ 計画の推進に向けて  

 

１ 計画の推進体制 

  本計画の確実な推進を図るために、関係機関や町内外の様々な関係施設が、それ

ぞれの役割を担い、相互に協力しあえるよう、有機的な連携体制づくりを目指しま

す。 

  また、障がいのある人が身近に役立つような情報を得られるよう、様々な支援や

啓発活動を実施するボランティアや障がい者団体との情報交換や協力を求めながら、

計画を推進していきます。 

 

２ 人材の確保・質の向上  

（１）専門職員の確保  

 障がいのある人が安心して生活を営むことができるよう各種サービスの充実を図

るためには、施設や制度の整備だけでなく、専門職の確保が重要となります。町に

おける人材の確保、職員への研修参加促進のほか、事業所においても人材の確保や

資質の向上が図られるよう、情報交換・協力・支援を行う等連携し、取り組んでい

きます。 

 

（２）職員等の資質の向上 

 複雑・多様化しつつある障がい者ニーズに対し、柔軟に対応できる庁内体制を構

築するため、各種研修の充実、ボランティア体験の実施等を通じて行政職員の障が

いのある人への理解と人権意識・福祉意識の向上に努めます。  

 

３ 計画の進行管理 

  美瑛町地域自立支援協議会において、本計画の推進上における問題点の協議及び

毎年度の事業実績等を基に、障がい福祉サービス見込量の達成状況や地域生活支援

事業等の実施状況の点検・評価をＰＤＣＡのサイクルの考え方に基づき本計画の円

滑な運用を図ります。  

 

 ○「ＰＤＣＡ サイクル」とは、さまざまな分野・領域における品質改善や業務改

善などに広く活用されているマネジメント手法で、「計画（Plan）」「実行（Do）」

「評価（Check）」「改善（Act）」のプロセスを順に実施していくものです。  

 

 

 

 

 

 

 

計画（Plan） 目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する  

実行（Do） 計画に基づき活動を実行する  

評価（Check） 活動を実施した結果を把握・分析し、考察する（学ぶ）  

改善（Act） 考察に基づき、計画の目標、活動などを見直しする  

Do Act 

Plan 

Check 
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４ 災害・感染症対策に係る体制整備  

  災害発生時に情報の入手や自力での避難が困難な障がい者の方は、大きな被害を

受ける可能性があります。また、近年の災害においては、避難所等において長期間

の避難生活を余儀なくされ、生活機能の低下等の二次被害が生じている場合もあり

ます。災害時の避難生活中の福祉ニーズへの対応が必要となることから、災害時に

おける支援体制の整備を推進します。  

  治療法が確立されていない感染症や人へのまん延が懸念されている新型インフル

エンザ・新型コロナウイルス感染症等の対応については、障がい関係事業所等と連

携するとともに、災害や感染症対策についての周知啓発や研修等を実施し、関係部

局と連携しながら災害や感染症の発生時に必要な物資について備蓄・調達等ができ

る環境を構築します。 

 

第５ その他実施に必要な事項  

 

 そして、共生する地域社会の実現へ… 

 

  障がい者福祉における共生社会とは、特別視されないことや差別の対象にならな

いだけでなく、障がいのある人とその他の住民が相互に支え合うことを目標にして

いる社会をいいます。その基盤として最も重要なことは、障がいのある人の人権を

尊重する意識の形成であると考えられています。  

  障がい及び障がいのある人に対する地域住民の理解を促進し、その基盤を形成し

ていくためには、障がいのある人の人格にふれるような理解の進め方と、実際に障

がいのある方と接する体験を積んでいく啓発活動だといわれています。例えば、障

がいを持つ方等を講師に招いて講演会や研修会、町内の障がい福祉サービス事業所

などへの見学やボランティア活動を啓発活動に組み込むことが効果的であるといわ

れており、地域住民の意識の中に共感的な意識を形成していくことが必要です。 

  近年、障がいのある人の自立生活を支えるうえで、地域住民が身近な協力者とな

って、生活を見守る取り組みが重要視されています。地震や噴火など、災害発生時

の避難対応においては、地域や町内会との連携が不可欠となっています。 

  障がいのある人等の障がい特性を理解したうえで自己決定を尊重し、利用者個々

の自立を支援する障がい福祉サービスを提供することとあわせて、障がいのある人

とその他の住民が相互に支え合い、全ての町民が安心して暮らすことのできる共生

する地域社会の実現に向けて取り組みを進めていきます。  


